
平
成
二
十
年
三
月
十
三
日
提
出

質

問

第

一

七

四

号

国
民
年
金
の
過
払
い
保
険
料
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

山

井

和

則
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国
民
年
金
の
過
払
い
保
険
料
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

一

国
民
年
金
の
六
十
歳
以
上
の
任
意
加
入
者
は
何
人
か
。

二

一
九
八
六
年
の
基
礎
年
金
制
度
導
入
以
降
、
国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
一
〇
四

号
。
以
下
「
平
成
十
六
年
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
制
定
時
点
に
お
い
て
、
国
民
年
金
の
任
意
加
入
被
保
険
者
（
以
下
「
任

意
加
入
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
が
四
八
〇
月
の
納
付
期
間
（
被
保
険
者
期
間
）
を
超
え
て
保
険
料
を
納
付
す
る
事
例
が

あ
っ
た
こ
と
を
社
会
保
険
庁
は
把
握
し
て
い
た
か
。

把
握
し
て
い
た
な
ら
ば
、
四
八
〇
月
分
を
超
え
る
、
給
付
額
に
反
映
し
な
い
保
険
料
（
以
下
「
過
払
い
保
険
料
」
と
い

う
。
）
に
つ
い
て
、
年
度
ご
と
に
そ
の
件
数
、
保
険
料
額
の
実
績
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
一
人
当
た
り
の
平
均

額
、
一
万
円
単
位
ご
と
の
件
数
も
合
わ
せ
て
お
教
え
い
た
だ
き
た
い
。

三

平
成
十
六
年
改
正
法
附
則
第
二
十
二
条
で
は
、
保
険
料
納
付
月
数
が
四
八
〇
月
を
超
え
る
任
意
加
入
被
保
険
者
の
資
格
を

平
成
十
七
年
四
月
一
日
で
喪
失
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

平
成
十
七
年
四
月
一
日
ま
で
に
任
意
加
入
被
保
険
者
が
納
付
し
た
過
払
い
保
険
料
は
、
当
該
任
意
加
入
被
保
険
者
に
返
還

さ
れ
た
の
か
。
返
還
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
返
還
が
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
き
、
ど
の
よ
う
な
手
続
き
で
な

一



さ
れ
た
か
説
明
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
年
度
ご
と
に
そ
の
件
数
、
返
還
保
険
料
額
の
実
績
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

四

年
金
受
給
者
本
人
が
、
自
分
の
給
付
額
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
保
険
料
が
あ
る
か
ど
う
か
を
社
会
保
険
事
務
所
で
確
認
で

き
る
か
。

五

六
十
歳
以
上
の
任
意
加
入
被
保
険
者
の
な
か
で
、
四
十
年
満
期
以
上
に
納
め
た
人
数
や
個
人
を
集
計
す
る
こ
と
は
技
術

上
、
可
能
か
。

六

負
担
と
給
付
の
関
係
を
明
確
に
す
る
の
が
社
会
保
険
の
大
原
則
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。

ま
た
、
こ
の
大
原
則
か
ら
、
給
付
額
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
保
険
料
を
納
め
て
い
た
事
実
が
あ
る
場
合
、
本
人
に
知
ら
せ

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。

七

社
会
保
険
事
務
所
の
窓
口
で
、
給
付
額
に
反
映
さ
れ
な
い
保
険
料
を
納
め
て
い
た
事
実
が
判
明
し
た
場
合
、
本
人
に
知
ら

せ
た
事
例
は
こ
れ
ま
で
に
あ
る
か
。

八

年
金
受
給
者
へ
送
付
す
る
ね
ん
き
ん
特
別
便
で
、
給
付
額
に
反
映
さ
れ
て
い
な
い
保
険
料
が
あ
る
場
合
、
そ
の
事
実
を
本

人
に
知
ら
せ
る
考
え
は
な
い
か
。

九

平
成
十
六
年
改
正
法
に
よ
る
改
正
後
の
国
民
年
金
法
附
則
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
任
意
加
入
被
保
険
者
の
保
険
料
納
付
月

二



数
が
四
八
〇
月
に
達
し
た
と
き
は
被
保
険
者
資
格
を
喪
失
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
の
改
正
は
過
払
い
保
険
料
の
発
生
を

防
ぐ
と
い
う
趣
旨
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

十

九
の
趣
旨
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
過
払
い
保
険
料
を
受
領
す
る
実
質
的
な
理
由
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
社
会
保
険
庁
は

そ
れ
を
支
払
っ
た
任
意
加
入
被
保
険
者
に
返
還
す
る
つ
も
り
は
あ
る
か
。
返
還
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
理
由
は
何

か
。

十
一

被
保
険
者
の
手
続
き
や
申
請
が
な
か
っ
た
こ
と
で
、
納
め
た
保
険
料
が
給
付
額
に
反
映
さ
れ
な
い
事
例
は
、
ほ
か
に
も

あ
る
か
。

十
二

過
払
い
保
険
料
を
還
付
す
る
制
度
は
、
ほ
か
に
は
あ
る
か
。

十
三

任
意
加
入
被
保
険
者
の
過
払
い
保
険
料
を
当
該
任
意
加
入
被
保
険
者
に
還
付
す
る
制
度
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
が
、

い
か
が
か
。

十
四

生
年
月
日
が
昭
和
十
六
年
四
月
一
日
以
前
の
方
に
つ
い
て
は
、
国
民
年
金
の
加
入
可
能
月
数
が
短
縮
さ
れ
て
い
る
。
そ

う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
加
入
可
能
月
数
を
超
え
て
保
険
料
を
納
付
し
て
い
る
方
が
い
る
の
は
な
ぜ
か
。
ま
た
、
短
縮

さ
れ
た
加
入
可
能
月
数
を
超
え
て
保
険
料
を
納
め
て
い
る
方
の
人
数
は
何
人
か
。

三



十
五

国
民
年
金
法
附
則
第
五
条
で
は
、
任
意
加
入
被
保
険
者
の
保
険
料
納
付
月
数
が
四
八
〇
月
に
達
し
た
と
き
に
は
被
保
険

者
資
格
を
喪
失
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
当
該
被
保
険
者
が
将
来
受
け
取
り
う
る
年
金
額
を
考
慮
し
て
納

付
期
間
に
つ
い
て
定
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
短
縮
さ
れ
た
加
入
可
能
月
数
を
超
え
て
保
険
料
を
納
付

し
た
被
保
険
者
に
つ
い
て
も
同
様
に
加
入
可
能
月
数
を
満
た
し
た
時
点
で
資
格
喪
失
と
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

十
六

短
縮
さ
れ
た
加
入
可
能
月
数
を
超
え
て
納
め
た
保
険
料
は
過
払
い
保
険
料
で
は
な
い
か
。
こ
の
過
払
い
保
険
料
に
つ
い

て
、
返
還
す
る
つ
も
り
は
あ
る
か
。
返
還
し
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
何
か
。

十
七

「
ね
ん
き
ん
特
別
便
の
送
付
に
よ
る
再
裁
定
の
状
況
に
つ
い
て
」
（
社
会
保
険
業
務
セ
ン
タ
ー
、
三
月
十
二
日
）
に
よ

れ
ば
、
「
特
別
便
の
送
付
に
よ
り
申
出
を
行
っ
た
者
に
つ
い
て
は
（
略
）
現
在
の
処
理
状
況
か
ら
み
る
と
、
現
時
点
で
は
再

裁
定
処
理
は
完
了
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
特
別
便
の
送
付
に
よ
り
申
出
を
行
っ
た
者
に
つ
い
て
再
裁
定
処
理
が
始
ま
る
の
は
、
現
時
点
に
お
い
て
、
い
つ
と

考
え
て
い
る
か
。

十
八

ね
ん
き
ん
特
別
便
を
送
ら
れ
た
方
で
、
社
会
保
険
事
務
所
に
行
き
、
年
金
記
録
を
回
復
し
て
も
ら
っ
た
も
の
の
、
回
復

し
た
年
金
が
も
ら
え
る
ま
で
「
一
年
か
か
る
」
と
言
わ
れ
、
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
て
い
る
人
が
い
る
。
社
会
保
険
事
務
所
の
窓

四



口
で
は
回
復
し
た
（
正
し
い
）
年
金
が
も
ら
え
る
ま
で
ど
の
く
ら
い
か
か
る
と
言
っ
て
い
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

五


